
平成 31 年 3 月

平成 31 年度 令和 10

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

R4有収水量 2,267,536 ㎥/年

② 施　設　 730 ha

％

③ 料　金

④ 組　織
組織体制を以下に示す。 令和5年4月1日の水道課職員数及び年齢構成等を以下に示す。

町長

事務 技術 検針 その他 合計

副町長 3 4 0 0 7 39

水道部

～21 22～29 30～39 40～49 50～59

水道課 事務職員 0 0 1 1 1 3

庶務 技術職員 0 0 3 1 0 4

工務 計 0 0 4 2 1 7

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　
　経営比較分析表（令和3年度決算）参照。

これまでの主な経営健全化の取組

1.水道ビジョンの策定(平成29年3月策定）
　事業計画の方針を定め、また水需要の見直しにより適正な施設規模による更新を行ってきた。
　施設の機械・電気設備、管路について更新計画を策定し、施設・設備の重要度、経年化による老朽等、更新の優先順位を検討し、効率的な
更新を図った。
2.有収率の向上
　下水道工事に伴い老朽管を耐震管に布設替えし、漏水箇所の補修、有収率の向上を図ってきた。

損益勘定所属職員

職員数（人） 平均年齢
(歳)

3

計
職員の年齢構成（歳）

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭和33年　4月　1日 計 画 給 水 人 口 23,000

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数

管 路 延 長 159.65

千ｍ配水池設置数 3

給水区域面積

笠松町　　　　　　　　　　事業経営戦略

団 体 名 ： 岐阜県羽島郡笠松町水道部水道課

事 業 名 ： 笠松町上水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適
現 在 給 水 人 口 21,600(R4)

有 収 水 量 密 度 3.106

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

料金体系の概要（消費税別）
　基本料金：1,166円（20㎥／1期）
　超過料金：83円（20㎥を超える分に対して1㎥につき／1
期）
　メーター使用料：98円（口径13mmの場合／1期）

考え方
　給水条例による。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

　年 月 日

施 設 能 力 16,100 ㎥／日 施 設 利 用 率 45.1

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道
簡易水道
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

料金収入の見通し

　将来計画の10ヶ年の料金収入は計画有収水量、給水戸数の推計値
より基本料金分の使用水量と超過水量を算出し、水道料金を乗じて料金
収入額とする。
　今後の5ヶ年においては、主として料金収入、企業債により経営を維持
していくが、更新需要の拡大、起債の償還を考慮すると収支ギャップが生
じていくため、社会情勢を踏まえ令和6年度に水道料金の改定をする。

施設の見通し

　新水道ビジョンにおいて策定した施設の更新計画に基づき、重要度や経年劣化による老朽化を考慮して、更新の優先順位を設定し
効率的な施設更新を図る。
　基幹管路（導水管、配水本管）については、長寿命管及び耐震管を採用し更新する。
　機械・電気設備については、定期的な点検整備、修繕を行い延命化を図る。

組織の見通し

　今後計画される施設・管路の更新の進捗状況及び施設の維持管理等、業務内容に対応できる適正な職員の配置を検討する。

　笠松町新水道ビジョンの理想像である「安全」、「強靭」、「持続」を基本理念とし、次のとおりとする。
　
1.「安全」・・・水道水の安全の確保
　水道水源の水質保全、適切な浄水処理、管路内の水質保持に努め、いつでもどこでもおいしい水を供給する。
　維持管理における監視体制を徹底し、監視強化を図る。
2.「強靭」・・・確実な水道の確保
　地震等の災害時においても水道施設の健全度が低下しないよう、施設の耐震化を図る。
　建屋、配水池等の構造物については耐震診断により耐震性の評価を行い、耐震性の有無により対策を講じる。
　老朽施設については、施設の重要度により更新の優先順位を決め、有効な更新を図る。
3.「持続」・・・供給体制の持続性の確保
　人口減少傾向に伴う料金収入の減少においても健全かつ安定した事業運営が可能な水道施設の構築を目標とし、水道施設の必要性、健全
な水道施設の在り方を住民に理解いただき、合理的な施設規模の検討と水道料金の設定を行う。

給水人口の予測

　既下水道計画である「汚水処理施設整備構想（平成29年2月）」と整合
を図った。人口は減少傾向にある。

　・計画給水人口＝行政区域内人口×給水普及率(98.98～99.43%)
　　※給水普及率はH29からR18の20年間で目標100%となるよう計画する。
　

水需要の予測

　計画有収水量は平成18年度～平成27年度の過去10ヶ年の実績値に
傾向曲線を当てはめて将来値を推計する時系列傾向分析により算出する。
　
　・生活用水量原単位（一人一日平均使用水量）
　　　　　　　　＝過去10ヶ年の実績値より推計する。
　・生活用水量＝計画給水人口×生活水量原単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一人一日平均使用水量）
　・業務、営業用水量、工場用水量（大口使用者）
　　　　　　　　　　＝過去10ヶ年の実績値より推計する。
　
　原単位の一人一日平均使用水量や大口使用水量は例年並みで
ほぼ一定を推移すると予測される。
　給水人口の減少、老朽管の布設替えによる無効水量の減少により
一日最大給水量は減少傾向となる。
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2024年 料金改定

2024年 217,406

2022年

6,212㎥/日

2028年

5,999㎥/日
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

計画期間内の建設改良事業の主な内容・事業費

年度別事業計画一覧 （単位：千円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10

0 0 0 0 0 0

18,258 31,272 29,876 20,380 10,212 16,434

0 0 0 0 0 8,250

22,880 0 0 11,000 80,851 7,563

126,902 143,567 110,134 74,415 100,781 96,084

0 0 2,585 11,690 0 0

16,092 21,642 17,882 19,645 15,466 19,870

0 0 0 0 0 0

184,132 196,481 160,477 137,130 207,310 148,201

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

項　　　目

①第１水源地
　平成31、令和2年度に機械棟及び機械、電気設備の更新工事を実施。配水区域においては令和4年度より基幹管路の老朽管布設替
えを実施している。
②第２水源地
　令和3年度に機械、電気設備の更新工事を実施。老朽機器更新に関連して、令和2年度に老朽化した導水管の布設替えを実施。
③第３水源地
　令和4年度より老朽機器更新工事を実施している。配水区域においては令和7年度までに下水道工事に伴い老朽管布設替えを実施
する。令和8年度以降は基幹管路の老朽管布設替えを実施する。
④第４水源地
　令和7年度より老朽機器更新工事を実施する。配水区域においては令和2年度より基幹管路の老朽管布設替えを実施している。

第１水源地　機器更新

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

・有収率：R10=89.0％（←R4度実績85.6％）
・管路更新率：R10(R1～R10間の上昇率)=11.5％（←H29度実績1.0％）
　計画的な管路更新による有収率の向上、収益性の改善を図るため、有収率、管路更新率を目標設定とする。

・施設利用率：R10=40.0％以上
　水需要に対して配水能力が過大になっていないかどうかを確認し、施設規模のダウンサイジング等により施設
規模の適正化、効率的な施設運用を図るため施設利用率を目標設定とする。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

・経常収支比率：R10=100.0％以上
　給水収益等の総収益で、総費用に企業債償還金を加えた額をどの程度賄えているか、健全経営を続けていく
ための改善点を洗い出すといった観点から経常収支比率を目標設定とする。

・企業債残高対給水収益比率：R4実績（598.90％）以下
　投資規模や料金設定等、企業債残高の規模が適正であるか、経営改善を図る必要があるかどうかを分析す
るため、企業債残高対給水収益比率を目標設定とする。

・料金回収率：R3実績（93.07％）以上
　給水に係わる費用がどの程度給水収益で賄えているか、料金水準を評価するため料金回収率を目標設定と
する。

　計画期間内の建設改良費の主な財源は、企業債、水道料金収入、工事負担金としている。
　今後は、人口減少に伴う料金収入の減少や、機器、設備、老朽管の更新費用が増加していくため、更新については重要度による優先順位
付けにより年度ごとの事業費を抑え計画するが、それ以上に機器・管路等の更新需要が拡大していくため、水道料金改定等財源確保の検討
が必要である。

　配水ポンプや計装機器等の延命化を図るため、更新計画に定期的な点検整備費を見込む。

第１水源地配水区域　管路更新

第３水源地配水区域　管路更新

合　　　計

第２水源地　機器更新

第３水源地　機器更新

第４水源地　機器更新
第４水源地配水区域　管路更新

中央監視設備更新
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　導水管を活用した小水力発電システムの導入、及び配水池や機械棟屋根等の余剰用地を活用した
太陽光発電システムの導入を検討する。

そ の 他 の 取 組
　国庫補助メニューの活用を検討する。

委 託 料

修 繕 費

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度に進捗管理を実施し、10年毎等の定期的な水需要予測、更新需要等の動向調査を行う。そ
の結果に基づき、事業内容の確認、修正を行い、経営戦略の見直しを図る。

動 力 費

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

　水道施設の維持管理業務について第３社委託を検討する。

　専門の第３社委託による定期点検の強化により修繕費の削減を図る。

　管路の漏水調査を強化することにより有収率の向上に努め、機械の効率的な運用を図り、費用を抑
制する。
　また、動力費の削減に向けて、太陽光発電システム及び小水力発電システムの導入を検討する。

　組織再編を含め検討する。

　有識者の活用や、新素材、新工法の活用により事業費の削減を図る。 　

広 域 化
　ランニングコストの縮減に向けて今後の検討とする。

そ の 他 の 取 組
　管路更新時の使用管種について、地盤状況により耐震性も含め経済性を考慮する。

料 金
　令和6年度に水道料金の改定をする。

企 業 債

　更新費の大きい機械、電気設備に対して起債を活用。
　老朽管更新に対しては基本的には料金収入等で賄うよう計画するが、更新時期が重なり更新需要
が拡大する場合は起債借入も視野に入れて検討する。

繰 入 金
　一般会計からの繰入は基本的には見込まないよう計画する。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

　民間委託の業務内容拡大を検討する。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　給水量の見直し、電気料金の削減等、施設の効率運用を図るため、各水源地配水区域ごとの配水
ブロック化を検討する。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　施設全体の計画給水量の見直しを行い、適切な施設規模による運営を図る。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　機器の点検整備を重点的に行い、機器の延命化、更新計画の見直しを行う。
　アセットマネジメントにより施設更新の平準化を検討する。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 水道事業 投資・財政計画
（収支計画）

【改定率20％】 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 28年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

１． (A) 196,633 195,273 194,468 189,935 159,131 202,648 159,951 192,311 227,498 226,354 225,095 224,638 222,807
(1) 193,525 192,601 191,580 187,505 157,399 187,993 149,795 182,219 217,406 216,262 215,003 214,546 212,715
(2) (B) 659 633 776 720 655 636 728 673 673 673 673 673 673
(3) 2,449 2,039 2,112 1,710 1,077 14,019 9,428 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419 9,419

２． 63,296 52,463 53,838 47,014 84,008 56,912 84,610 46,027 46,027 46,027 46,027 46,027 46,027
(1) 0 0 0 236 36,070 1,967 39,020 450 450 450 450 450 450

0 0 0 236 456 450 2,602 450 450 450 450 450 450
35,614 1,517 36,418

(2) 35,827 31,959 34,644 30,813 30,981 29,273 24,835 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
(3) 27,469 20,504 19,194 15,965 16,957 25,672 20,755 21,577 21,577 21,577 21,577 21,577 21,577

(C) 259,929 247,736 248,306 236,949 243,139 259,560 244,561 238,338 273,525 272,381 271,122 270,665 268,834
１． 191,012 197,062 190,997 205,415 209,474 224,420 231,511 250,097 245,048 245,880 247,781 249,797 255,386
(1) 9,001 9,040 10,142 29,339 14,730 6,518 6,375 6,727 6,827 6,927 7,027 7,127 7,227

5,003 5,382 5,802 16,492 8,334 3,551 3,627 3,727 3,827 3,927 4,027 4,127 4,227

3,998 3,658 4,340 12,847 6,396 2,967 2,748 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(2) 72,981 78,059 70,342 67,024 88,941 105,204 109,902 122,229 121,139 120,242 119,372 118,694 117,659

18,730 18,757 19,029 18,532 16,241 17,241 25,694 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
13,963 21,019 18,066 23,665 18,508 19,324 21,686 21,686 21,686 21,686 21,686 21,686 21,686

40,288 38,283 33,247 24,827 54,192 68,639 62,522 64,543 63,453 62,556 61,686 61,008 59,973
(3) 109,030 109,963 110,513 109,052 105,803 112,698 115,234 121,141 117,082 118,711 121,382 123,976 130,500

２． 7,918 6,610 5,163 5,194 11,495 6,837 10,194 9,108 8,963 8,652 8,350 8,214 8,623
(1) 5,392 5,152 4,907 4,642 4,309 4,687 4,402 4,065 3,920 3,609 3,307 3,171 3,580
(2) 2,526 1,458 256 552 7,186 2,150 5,792 5,043 5,043 5,043 5,043 5,043 5,043

(D) 198,930 203,672 196,160 210,609 220,969 231,257 241,705 259,205 254,011 254,532 256,131 258,011 264,009
(E) 60,999 44,064 52,146 26,340 22,170 28,303 2,856 △ 20,867 19,514 17,849 14,991 12,654 4,825
(F) 10,175 433 0 26 436 1,074 0 1 1 1 1 1 1
(G) 0 12 0 1,356 0 9 0 9 9 9 9 9 9
(H) 10,175 421 0 △ 1,330 436 1,065 0 △ 8 △ 8 △ 8 △ 8 △ 8 △ 8

71,174 44,485 52,146 25,010 22,606 29,368 2,856 △ 20,875 19,506 17,841 14,983 12,646 4,817
(I) 12,856 14,030 13,499 13,645 13,677 14,283 13,651 16,507 △ 4,368 15,138 32,979 47,962 60,608
(J) 508,712 461,566 620,597 760,614 1,017,941 552,765 404,610 658,439 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

40,858 29,107 10,316 27,572 66,604 33,863 22,678 41,048 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(K) 82,876 50,471 23,504 13,367 568,993 257,434 166,849 331,092 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

13,353 13,598 20,061 30,398 30,805 29,994 30,750 28,462 32,021 43,797 49,153 49,453 49,756

68,491 35,841 2,446 △ 19,744 535,476 225,874 134,350 298,567 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 195,974 194,640 193,692 189,215 158,476 202,012 159,223 191,638 226,825 225,681 224,422 223,965 222,134

(N)

(O)

(P)

0 0

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

00 0 0 0△ 2

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

0 0 0 0 0累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

補 助 金
営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

(F)-(G)

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他
支 払 利 息

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

修 繕 費
動 力 費

６年度 ７年度 ９年度 １０年度本年度 ８年度



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 水道事業 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 28年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

１． 0 0 13,800 114,400 401,900 50,600 3,800 22,800 0 2,500 22,600 80,800 15,800

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 2,182 2,123 2,581 2,294 1,856 0 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 31,054 16,675 0 2,269 41,103 10,186 13,839 63,822 29,828 43,168 33,934 53,672 53,122

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 33,236 18,798 16,381 118,963 444,859 60,786 18,739 87,622 30,828 46,668 57,534 135,472 69,922

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 33,236 18,798 16,381 118,963 444,859 60,786 18,739 87,622 30,828 46,668 57,534 135,472 69,922

１． 110,930 88,587 41,987 198,038 616,923 230,056 161,906 221,876 236,190 200,568 176,963 247,133 188,310

9,963 10,119 10,605 10,793 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

２． 13,114 13,353 13,598 20,061 30,398 30,805 29,994 30,751 31,122 34,681 46,707 54,323 54,623

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 124,044 101,940 55,585 218,099 647,321 260,861 191,900 252,627 267,312 235,249 223,670 301,456 242,933

(E) 90,808 83,142 39,204 99,136 202,462 200,075 173,161 165,005 236,484 188,581 166,136 165,984 173,011

１． 90,808 83,142 39,204 79,396 150,360 180,875 160,506 125,005 101,484 113,581 151,136 155,984 163,011

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 19,740 52,102 19,200 12,655 40,000 135,000 75,000 15,000 10,000 10,000

(F) 90,808 83,142 39,204 99,136 202,462 200,075 173,161 165,005 236,484 188,581 166,136 165,984 173,011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 450,832 437,479 437,681 532,020 903,522 923,317 897,123 889,173 858,052 825,872 801,766 828,243 789,420

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 28年度 29年度 30年度 31年度 2年度 3年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

763 869 1,647 1,403 843 1,645 2,995 843 843 843 843 843 843

763 869 1,647 1,403 843 1,645 873 843 843 843 843 843 843

2,122

2,182 2,123 2,581 2,294 1,856 0 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,182 2,123 2,581 2,294 1,856 0 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,945 2,992 4,228 3,697 2,699 1,645 4,095 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843

１０年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

６年度 ７年度

合 計

９年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

８年度本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

他 会 計 負 担 金

１０年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

６年度 ７年度 ８年度 ９年度本年度


